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。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
琉
球
王
国
の
歴
史
的
事
実
と
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
の
認
識
は
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
琉
球
王
国
の
地
位
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年

十
一
月
十
日
内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
三
一
号
）
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

二
、
三
及
び
八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
琉
球
王
国
」
を
め
ぐ
る
当
時
の
状
況
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
も
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
確
定

的
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
主
権
国
家
、
独
立
国
家
以
外
の
い
わ
ゆ
る
「
付
庸
国
」
や
「
従
属
国
」
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
各
「
条
約
」
と
称
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
日
本
国
と
し
て
締
結
し
た
国
際
約
束
で
は
な
く
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
法
的
性
格
に
つ
き
政
府
と
し
て
確
定
的
な

こ
と
を
述
べ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
江
戸
幕
府
は
、
国
際
法
主
体
の
主
権
国
家
で
あ
っ
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
及
び
九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
各
「
条
約
」
と
称
す
る
も
の
の
原
本
は
、
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
八
五
四
年
の
琉
米
修
好
条
約
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
九
三
号
）
三
に
つ
い
て
、
衆
議
院
議
員
鈴

木
宗
男
君
提
出
一
八
五
五
年
の
琉
仏
修
好
条
約
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
十
二
月
八
日
内
閣
衆
質
一

六
五
第
一
九
六
号
）
一
に
つ
い
て
及
び
衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
八
五
九
年
の
琉
蘭
修
好
条
約
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書
（
平
成
十
八
年
十
二
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
〇
三
号
）
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
外
交

史
料
館
が
昭
和
四
十
六
年
四
月
に
開
設
さ
れ
た
際
に
、
外
務
省
大
臣
官
房
文
書
課
か
ら
移
管
さ
れ
た
。
当
該
原
本
は
、
外
務

省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
四
条
第
二
十
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
今
後
と
も
外
交
史
料
館
に
お
い
て

適
切
に
管
理
す
る
考
え
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
各
「
条
約
」
と
称
す
る
も
の
の
原
本
が
御
指
摘
の
国
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
調
査
し
た
こ
と
は

二



な
く
、
現
時
点
で
は
か
か
る
調
査
を
行
う
予
定
は
な
い
。

十
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
舊
條
約
彙
纂
第
三
卷
（
朝
鮮
・
琉
球
）
」
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
外
交
史
料
館
に
保

管
さ
れ
て
い
る
資
料
を
確
認
す
る
等
の
形
で
調
査
し
た
範
囲
で
は
、
作
成
当
時
の
経
緯
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
政

府
と
し
て
確
定
的
な
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


